
◯
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法（

平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号）

並
び
に
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養

担
当
規
則（

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号）

第
十
九
条
第
一
項
本
文

第
二
十
条
第
二
号
ヘ
及
び
第
二
十
一
条

、

第
二
号
ヘ
並
び
に
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則（

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号）

第
九
条
本
文

並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準（

昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号）

第
十
九
条
第
一
項
本
文

第
二
十
条
第
三
号
ヘ

第
二
十
一
条
第
三
号
ヘ
及

、

、

び
第
三
十
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

及
び
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療

、

担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

平
成
二
十

、

九
年
八
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る。

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

及
び
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

の
一
部
改
正）

第
一
条

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

（

平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る。



次
の
表
に
よ
り

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定（

、

以
下
こ
の
条
に
お
い
て「

対
象
規
定」

と
い
う。

）

は

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

、

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

こ
れ
を
加
え
る。

、



改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

第
１
部
～
第
1
7
部
（
略
）

第
１
部
～
第
17
部
（
略
）

第
1
8
部

追
補

(
1
4
)

（
新
設
）

内
用

薬

品
名

規
格
単
位

薬
価

円

（
あ
）

ア
メ
ナ
リ
ー
フ
錠
2
0
0m
g

2
0
0
m
g
１
錠

1
,
46
9
.
7
0

（
お
）

オ
ル
ミ
エ
ン
ト
錠
２
mg

2
m
g
１
錠

2
,
69
4
.
6
0

オ
ル
ミ
エ
ン
ト
錠
４
mg

4
m
g
１
錠

5
,
22
3
.
0
0

（
か
）

カ
ナ
リ
ア
配
合
錠

１
錠

30
0
.
3
0

（
ひ
）

ビ
プ
レ
ッ
ソ
徐
放
錠
50
m
g

5
0
m
g
１
錠

7
1
.
0
0

ビ
プ
レ
ッ
ソ
徐
放
錠
15
0
m
g

1
5
0
m
g
１
錠

18
8
.
6
0

注
射

薬

品
名

規
格
単
位

薬
価円

（
け
）

ケ
イ
セ
ン
ト
ラ
静
注
用
5
0
0

5
0
0
国
際
単
位
１
瓶
（

35
,
0
0
4

溶
解
液
付
）

ケ
イ
セ
ン
ト
ラ
静
注
用
1
0
0
0

1
,
0
0
0
国
際
単
位
１
瓶

65
,
2
2
5

（
溶
解
液
付
）

（
し
）

ジ
フ
ォ
ル
タ
注
射
液
20
m
g

2
0m
g
１
m
L
１
瓶

89
,
6
3
2

（
す
）



ス
ピ
ン
ラ
ザ
髄
注
1
2
mg

1
2m
g
５
m
L
１
瓶

9
,
3
20
,
4
2
4

外
用

薬

品
名

規
格
単
位

薬
価

円

（
ら
）

ラ
タ
ノ
プ
ロ
ス
ト
点
眼
液
0
.
0
0
5
％

0.
0
0
5
％
１
m
L

40
9
.
9
0

「
Ｓ
Ｅ
Ｃ
」



（

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
改
正）

第
二
条

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等（

平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

次
の
表
に
よ
り

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

、

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

、

傍
線
を
付
し
た
規
定（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「

対
象
規
定」

と
い
う。

）

は

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で

、

改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

こ
れ
を
加
え
る。

、



改

正

後

改

正

前

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

一

（
略）

一

（

略）

二

投
薬
期
間
に
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

二

投
薬
期
間
に
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

（

略）
（

略）

(

一

)

(

一

)

イ
・
ロ

（

略）

イ
・
ロ

（

略）

ハ

新
医
薬
品（
医
薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の

ハ

新
医
薬
品（

医
薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の

、

、

、

、

確
保
等
に
関
す
る
法
律（

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号）

第
十
四

確
保
等
に
関
す
る
法
律（

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号）

第
十
四

条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
を
い
う。

）

で
あ
っ
て

条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
を
い
う。

）

で
あ
っ
て

、

、

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

へ
の
収
載
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

へ
の
収
載
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年（

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て

初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年（

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間）

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の（

次

は

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間）

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の（

次

、

、

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く。

）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く。

）

ソ
バ
ル
デ
ィ
錠
四
〇
〇

（

一
回
の
投
薬
量
が
二
十
八
日
分
以
内
で
あ

ソ
バ
ル
デ
ィ
錠
四
〇
〇

（

一
回
の
投
薬
量
が
二
十
八
日
分
以
内
で
あ

gm

gm

る
場
合
に
限
る。

）

ノ
ピ
コ

ル
カ
プ
セ
ル
二
・
五

エ
ク
リ
ラ
四

る
場
合
に
限
る。

）

ノ
ピ
コ

ル
カ
プ
セ
ル
二
・
五

エ
ク
リ
ラ
四

、

ー

gμ
、

、

ー

gμ
、

〇
〇

ジ
ェ
ヌ
エ
ア
三
十
吸
入
用（

一
回
の
投
薬
量
が
十
五
日
分
以
内
で

〇
〇

ジ
ェ
ヌ
エ
ア
三
十
吸
入
用（

一
回
の
投
薬
量
が
十
五
日
分
以
内
で

gμ

gμ

あ
る
場
合
に
限
る。

）

ハ

ボ
ニ

配
合
錠（

一
回
の
投
薬
量
が
二
十

あ
る
場
合
に
限
る。

）

ハ

ボ
ニ

配
合
錠（

一
回
の
投
薬
量
が
二
十

、

ー

ー

、

ー

ー

八
日
分
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る。

）

エ
ク
メ
ッ
ト
配
合
錠
Ｈ
Ｄ

エ

八
日
分
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る。

）

エ
ク
メ
ッ
ト
配
合
錠
Ｈ
Ｄ

エ

、

、

、

、

ク
メ
ッ
ト
配
合
錠
Ｌ
Ｄ

ゲ
ン
ボ
イ
ヤ
配
合
錠

エ
ピ
デ
ュ
オ
ゲ
ル

ミ

ク
メ
ッ
ト
配
合
錠
Ｌ
Ｄ

ゲ
ン
ボ
イ
ヤ
配
合
錠

エ
ピ
デ
ュ
オ
ゲ
ル

ミ

、

、

、

、

、

、

カ
ト
リ
オ
配
合
錠

ミ
ケ
ル
ナ
配
合
点
眼
液

プ
レ
ジ
コ
ビ
ッ
ク
ス
配
合

カ
ト
リ
オ
配
合
錠

ミ
ケ
ル
ナ
配
合
点
眼
液

プ
レ
ジ
コ
ビ
ッ
ク
ス
配
合

、

、

、

、

錠

デ
シ
コ
ビ
配
合
錠
Ｈ
Ｔ

デ
シ
コ
ビ
配
合
錠
Ｌ
Ｔ

ヤ

ズ
フ
レ
ッ

錠

デ
シ
コ
ビ
配
合
錠
Ｈ
Ｔ

デ
シ
コ
ビ
配
合
錠
Ｌ
Ｔ

ヤ

ズ
フ
レ
ッ

、

、

、

ー

、

、

、

ー

ク
ス
配
合
錠

コ
ム
ク
ロ
シ
ャ
ン
プ

〇
・
〇
五
％
及
び
カ
ナ
リ
ア
配
合

ク
ス
配
合
錠
及
び
コ
ム
ク
ロ
シ
ャ
ン
プ

〇
・
〇
五
％

、

ー

ー

錠

・
（

略）
・

（

略）

(

二

)

(

三

)

(

二

)

(

三

)

別
表
第
５

別
表
第
５

第
１
部
～
第
５
部
（
略
）

第
１
部
～
第
５
部
（
略
）

第
６
部

追
補

（
５
）

（
新
設
）



外
用

薬

品
名

規
格
単
位

（
ら
）

ラ
タ
ノ
プ
ロ
ス
ト
点
眼
液
0
.
0
0
5
％
「
ア
メ
ル
」

0
.
0
0
5
％
１
m
L


